
よりよい労使関係を築くために

お問合せ先
岩手県労働委員会事務局

☎ 019-629-6277

FAX 019-629-6274
盛岡市中央通1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル3階

ホームページ 岩手県労働委員会 検索

○ 学生や生徒が社会人になったときに知っておくべきワーク
ルールなどについてお話します。

○ 大学の講座や高校の課外授業などの講師に、岩手県労働委員
会の出前講座を是非御利用ください。

○ 規模の大小を問わず、出前で伺って講師を務めます。まずは
お電話ください。

講座資料（イメージ） 講座の様子



テーマ
（例）

「働くルール～これから社会で働く皆様のために～」
実際に起きた事例等を交えながら、社会人生活を迎えるにあたり必要とさ

れるワークルールについてお話しします。

講師
岩手県労働委員会の委員
※講師は労働委員会で選定させていただきます。

対象

岩手県内の使用者団体・企業団体等の会議や研修会など
※ただし、次の場合は対象外とします。
○営利・宗教・政治活動を目的とするもの
○苦情・陳情を目的とするもの
○暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
が実施するもの

日程等
できる限り御希望に沿うよう調整いたします。希望日を御相談下さい。
※オンライン開催の相談も承っています。

経費
講師派遣の費用はかかりません。（講師料・旅費は不要です。）
※派遣先は、岩手県内のみ。
※会場は、申込者の方で御準備願います。

申込方法 開催予定日の概ね２か月前までに岩手県労働委員会事務局にお電話ください。

出 前 講 座 の 概 要

岩手県労働委員会はどういうところ？

岩手県労働委員会は県の行政機関です。
公労使の三者構成で、中立公正な立場から労使紛争の解決をサポートします。

使用者委員公益委員労働者委員

労働組合役員
など

弁護士、社労士、
大学教授など

企業の経営者
など

・労働相談への対応
・個別労働関係紛争のあっせん（個々の労働者と使用者の紛争）
・労働争議の調整（労働組合と使用者の紛争）
・不当労働行為の審査（同上）

労働委員会の
主なしごと


